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  本県では、すべての子どもが健やかに成長できる社会を実現するため、子ども・子育

て支援法に基づく子ども・子育て支援事業支援計画と次世代育成支援対策推進法に基

づく地域行動計画の位置づけを併せ持つ計画として、「かながわ子どもみらいプラン」

を平成 27 年３月に策定し、子ども・子育て支援の取組みを進めてきました。 

  しかし、女性の就業率の上昇により、保育所や放課後児童クラブへのニーズが増加す

る中、待機児童の解消には至っておらず、また、核家族化や地域のつながりの希薄化に

伴い、子育ての悩みや不安を相談できる相手が身近にいないことなどが課題となって

います。さらに、児童虐待相談対応件数の増加、子どもの貧困、いじめ・不登校の増加

など、子どもを取り巻く環境は厳しさを増しており、障がいの有無や国籍などにかかわ

らず、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現が一層求められています。 

  そこで、現行計画は令和元年度で終了しますが、引き続き、子ども・子育て支援施策

を総合的かつ計画的に推進していくため、計画を改定するものです。 

(1) 位置づけ 

  ○ 子ども・子育て支援法に基づく都道府県子ども・子育て支援事業支援計画と次世

代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画の位置づけを併せ持つ計画です。 

  ○ 県政運営の総合的・基本的指針を示す総合計画である「かながわグランドデザイ

ン」を補完する個別計画です。 

  （子ども・子育て支援法第 62 条第１項） 

    都道府県は、基本指針に即して、５年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計

画（以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。）を定めるものとする。 

  （次世代育成支援対策推進法第９条） 

    都道府県は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該都道府県の事務及び事

業に関し、５年を一期として、地域における子育ての支援、保護を要する子どもの養

育環境の整備、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健や

かな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良

好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対

策の実施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を策定することができる。 

はじめに 

１ 計画改定の趣旨 

２ 計画の位置づけ 
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(2) 関連計画との整合 

  子ども・子育てに関連する以下の計画とも整合を図り、取組みを進めていきます。 

  【関連計画】 

   県家庭的養護推進計画、県ひとり親家庭等自立促進計画（本計画と一体的に策定）、 

   県子どもの貧困対策推進計画、かながわ青少年育成・支援指針、 

県地域福祉支援計画、かながわ障がい者計画、県障がい福祉計画、県食育推進計画、 

県歯及び口腔の健康づくり推進計画、県保健医療計画、 

かながわ男女共同参画推進ブラン、県犯罪被害者等支援推進計画、 

県住生活基本計画、かながわ教育ビジョン 

＜参考：「かながわ子どもみらいプラン」の位置づけ＞ 

整合

神奈川県家庭的養護推進計画

かながわ子どもみらいプラン

県総合計画 かながわグランドデザイン

他の計画等

かながわ障がい者計画

神奈川県障がい福祉計画

神奈川県子どもの貧困対策推進計画

かながわ教育ビジョン

神奈川県犯罪被害者等支援推進計画

かながわ青少年育成・支援指針

かながわ男女共同参画推進プラン

神奈川県地域福祉支援計画

神奈川県住生活基本計画

・子ども・子育て支援法に基づく

「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」

・次世代育成支援対策推進法に基づく

「都道府県行動計画」

・母子及び父子並びに寡婦福祉法に

基づく「自立促進計画」

個別計画

※「新・放課後子ども総合プラン」

に基づき、「都道府県行動計画」に

記載すべき事項を含む。

神奈川県食育推進計画

神奈川県歯及び口腔の健康づくり推進計画

神奈川県保健医療計画



4

(3) SDGs（※）との関係 

県の政策の基本理念である「いのち輝くマグネット神奈川」の実現は、「いのち」を

起点として「持続可能な神奈川」を実現することであり、SDGｓの理念と方向性を同

じくしています。 

本プランにおける基本理念（「すべての子どもに笑いがあふれ、幸福で健やかに成長

できる社会の実現をめざします」）も、SDGｓの理念や目標の一部を共有するものであ

り、プランの基本理念実現のための「３つの力」の充実・強化に引き続き取り組むこと

により、持続可能な神奈川の実現を図り、SDGｓの目標達成にも役割を果たしていき

ます。 

※ SDGｓ（エスディージーズ）：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標） 

平成 27 年９月の国連において、全会一致で採択された「持続可能な開発目標」。先進国を含む国  

際社会全体の開発目標として、2030 年を期限として、貧困、健康と福祉、教育など 17 のゴール（目

標）を設定。 

＜参考：ＳＤＧｓ［世界を変えるための 17の目標］＞ 

  令和２年度から令和６年度までの５年間 

  すべての子どもと子育て家庭、そして、これらを取り巻く県民、事業者、行政等を対

象とします。（施策の内容により、対象が異なります。） 

３ 計画の期間 

４ 計画の対象 

１ 貧困をなくそう 

２ 飢餓をゼロに 

３ すべての人に健康と福祉を 

４ 質の高い教育をみんなに 

５ ジェンダー平等を実現しよう 

６ 安全な水とトイレを世界中に 

７ ｴﾈﾙｷﾞｰをみんなに そしてｸﾘｰﾝに 

８ 働きがいも経済成長も 

９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

10 人や国の不平等をなくそう 

11 住み続けられるまちづくりを 

12 つくる責任 つかう責任 

13 気候変動に具体的な対策を 

14 海の豊かさを守ろう 

15 陸の豊かさも守ろう 

16 平和と公正をすべての人に 

17 ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟで目標を達成しよう
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ここでは、計画改定の背景となる本県の子ども・子育てを取り巻く現状や子育てをめ

ぐる県民の意識などを記載します。 

(1) 年少人口の減少 

  本県の０～14 歳の年少人口は、減少傾向が続いており、1980 年の約 170 万人に

対し、2015 年は約 114 万人となっています。 

  また、将来人口推計では、2040 年には約 96 万人に、2065 年には約 81 万人に

減少すると見込まれています。 

■図表１：県の年齢３区分別の人口推計（中位推計） 

(2) 出生数及び合計特殊出生率の推移 

  本県の出生数は、1980 年の約 9.4 万人に対し、2017 年では約 6.8 万人と減少傾

向が続いています。 

  また、合計特殊出生率は、2005 年に過去最低の 1.19 を記録した後は上昇に転じ

ていますが、201８年は 1.3３と、依然として人口が長期で安定的に維持される人口

置換水準（2.07）を大幅に下回っています。 

■図表２：出生数、合計特殊出生率の推移（全国、神奈川県） 

44 万人
（6.4%）

477 万人
（69.0%）

170 万人
（24.6%）

291 万人
（33.1%）

492 万人
（56.0%）

96 万人
（10.9%）

269 万人
（34.8%）

424 万人
（54.8%）

81 万人
（10.5%）

（出典：県政策局作成）

実績

114 万人
（12.6%）

574 万人
（63.5%）

216 万人
（23.9%）

推計
※2015 年までの実績値は国勢調査結果 

※年齢３区分別の割合は、年齢不詳を除いて算出している 

Ⅰ 本県の子ども・子育てを取り巻く現状 

１ 少子化の現状 
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(3) 理想子ども数と予定子ども数 

  結婚と出産に関する全国調査によると、夫婦にとって理想的な子どもの数は、低下

傾向にあり、平成 27年は 2.32 人で過去最低を更新しています。また、夫婦が実際

に持つつもりの子どもの数も、過去最低である 2.01 人となっています。 

  予定子ども数が理想子ども数を下回る理由としては、「子育てや教育にお金がかか

りすぎる」が最も多く、次いで「高年齢で生むのはいやだから」、「欲しいけれども

できない」となっています。 

■図表３：平均理想子ども数と平均予定子ども数の推移（全国） 

■図表４：予定子ども数が理想子ども数を下回る理由（全国） 
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0.0

1.0

2.0

3.0

第９回調査

（昭和62年）

第10回調査

（平成４年）

第11回調査

（平成９年）

第12回調査

（平成14年）

第13回調査

（平成17年）
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（平成22年）
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（平成27年）

理想子ども数 予定子ども数（人）

（出典：出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成）
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自分や夫婦の生活を大切にしたい

子どもがのびのび育つ社会環境ではない

夫の定年退職までに成人してほしい

夫が望まない

夫の家事・育児への協力が得られない

家が狭い

自分の仕事に差し支える

健康上の理由

育児の心理的、肉体的負担

欲しいけれどもできない

高年齢で生むのはいやだから

子育てや教育にお金がかかりすぎる

（出典：第15回出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成）
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(4) 晩婚化・未婚化の進行 

  本県の平均初婚年齢は、全国と同様に夫、妻とも上昇傾向にあり、晩婚化が進行して

います。 

  また、生涯未婚率（50 歳時の未婚割合）も同様に増加しており、昭和 45 年から平

成 27 年の 45 年間で、男性は約 11 倍に、女性は約４倍に増えています。 

  こうした晩婚化・未婚化の背景には、結婚に対する男女の意識の変化や不本意に非正

規で働く若者が他の年代に比べて多いことなどが関連しているとみられます。 

■図表５：平均初婚年齢の推移（全国、神奈川県） 

■図表６：生涯未婚率の推移（全国、神奈川県） 
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（出典：人口動態統計（厚生労働省）を基に作成）
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（出典：人口統計資料集（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成）
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(5) 結婚に対する意識 

  未婚者（18 歳～34 歳）に結婚の意思を尋ねた全国調査の結果をみると、「いずれ結

婚するつもり」と答えた未婚者の割合は、男女ともに概ね９割前後で推移しています

が、若干低下しています。 

  また、同調査で未婚者に尋ねた「独身でいる理由」については、男女ともに「適当な

相手にめぐり会わない」が最も多く、次に多いのが、男性では「まだ必要性を感じない」、

女性では「自由さや気楽さを失いたくない」となっています。 

■図表７：未婚者の生涯の結婚意思（全国）

■図表８：独身でいる理由（全国） 
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（平成27年）

未婚者のうち「いずれ結婚するつもり」と答えた者の割合
男性 女性（％）

（出典：出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成）
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男性
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（％）

（出典：出生動向基本調査（国立社会保障・人口問題研究所）を基に作成）
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(6) 若年者の就労状況 

  全国の若年者（15～34 歳）の完全失業率は、男女ともに全年齢の合計より高い水

準になっているものの、近年低下しており、平成 30年では、25～34 歳の男性が 3.4%、

女性が 3.3%となっています。 

  また、非正規雇用割合は、若年者のうち、25～34 歳では近年低下しており、平成

30 年では、男性が 14.3％、女性が 37.8％となっています。 

  さらに、雇用者の平成 29 年の所得分布を平成９年と比べると、20 歳代では 250

万円未満の割合が増加し、30 歳代では 400 万円未満の割合が増加しています。

■図表９：若年者の完全失業率の推移（全国） 

■図表10：若年者の非正規雇用割合の推移（全国） 
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（出典：労働力調査（総務省）を基に作成）
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（出典：労働力調査（総務省）を基に作成）
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■図表11：20歳代・30歳代の所得分布（全国） 

14.5%

9.6%

36.3%

34.9%

35.0%

41.1%

12.6%

13.4%

0.6%

0.5%

1.2%

0.4%

平成

29年

平成

９年

＜20歳代＞

100万円未満 ～250万円未満 ～400万円未満

～700万円未満 700万円以上 不詳

所得250万円未満：44.5％

9.5%

10.8%

24.5%

14.7%

27.7%

22.6%

31.1%

43.2%

6.2%

8.4%

1.0%

0.3%

平成

29年

平成

９年

＜30歳代＞

100万円未満 ～250万円未満 ～400万円未満

～700万円未満 700万円以上 不詳

所得400万円未満：48.1％

（出典：就業構造基本調査（総務省）を基に作成）

所得 250 万円未満：50.8％

所得 400 万未満：61.7％

0％

0％ 100％

100％ 
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(1) 家族のかたちの変化 

  本県の世帯構成をみると、18 歳未満の子どものいる世帯は、平成 27 年では全体の

４分の１以下となっており、子どものいる世帯の約９割が核家族となっています。 

  また、子どものいる世帯のうち、夫婦共働き世帯の割合は、平成 24 年の 47.1％に

対し、平成 29 年では 55.6％と増加しています。 

■図表 12：子どもがいる世帯の割合（神奈川県） 

■図表 13：核家族の割合（神奈川県） 

■図表 14：夫婦共働き世帯数及び割合（全国、神奈川県） 

その他の世帯

78.4%

一般世帯数 3,965,190

６歳未満の子どものいる世帯
8.7％

６～12歳の子どものいる世帯
6.3％

12～18歳未満の子どものいる世帯
6.5％

（出典：平成27年国勢調査（総務省）を基に作成）

※ 一般世帯：「施設等の世帯（学校の寮等）」以外の世帯

※ 割合は表示桁数以下の端数処理により合計が100％とならない。

93.3%

90.9%

87.9%

91.0%

58.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6歳未満の子どものいる世帯

6～12歳未満の子どものいる世帯

12～18歳未満の子どものいる世帯

子どものいる世帯全体

（参考）すべての一般世帯

核家族

※ 核家族：夫婦のみの世帯、夫婦と子どもからなる世帯、ひとり親と子どもから成る世帯

（出典：平成27年国勢調査（総務省）を基に作成）

18 歳未満の 
子どものいる世帯 
855,277 世帯 
（21.6%）

（出典：就業構造基本調査（総務省）を基に作成）

２ 子ども・子育てをめぐる現状 
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(2) 県内の教育・保育サービス等の利用状況 

  県内の幼稚園等の利用児童数は減少傾向にあり、平成 30 年では 122,580 人で、

就学前児童数に占める割合は 56.5％と低下しています。 

  一方、保育所等の利用については、平成 31 年には利用申込率（就学前児童数に対す

る利用申込者数の割合）が現在の集計方法となった平成 14 年以来最高となり、保育所

等利用待機児童数は 750 人と３年振りに減少しました。 

  また、放課後児童クラブの登録児童数についても年々増加しており、利用できなかっ

た児童も発生しています。 

■図表15：幼稚園等利用児童数等の推移（神奈川県） 

■図表16：保育所等利用待機児童数等の推移（神奈川県） 

■図表17：放課後児童クラブ登録児童数等の推移（神奈川県） 

142,873 143,312 141,407 137,910 134,595 130,641 126,234 122,580

62.1% 61.8% 61.5%
60.1%

58.9% 58.3%
57.1% 56.5%

50%

55%

60%

65%

100,000

120,000

140,000

160,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

利用児童数 利用率
（人）

※ 各年５月１日現在。平成27年から幼保連携型認定こども園の１号認定の利用児童数を含む。

※ 利用率：利用児童数／就学前児童数
（出典：神奈川県学校基本調査、神奈川県年齢別人口統計調査を基に作成）

36,953 
37,947 

40,067 42,107 43,690 47,357 52,644 56,360
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762
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584
654

0
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900

0

20,000

40,000

60,000

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

登録児童数

待機児童数

（登録児童数） （待機児童数）

※ 各年５月１日現在 （出典：次世代育成課資料）

4,117 3,095 2,039 1,462 1,079
625 497

756 867 750

22.0% 23.1% 24.5% 25.7% 26.7%
29.7%

32.1% 35.2%
37.0% 38.9%

18.5% 19.6% 21.0%
22.4% 23.6%

26.8%
29.5%

33.6% 34.9% 36.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

人 待機児童数

利用申込率（総数）

利用申込率（3歳未満）

※ 利用申込率：利用申込者数／就学前児童数

※ 各年４月１日現在。平成27年から認可保育所のほか、認定こども園・地域型保育事業の利用児童数を含む。
（出典：次世代育成課資料）
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(3) 支援を必要とする子どもの状況 

 ア 児童虐待 

   県内の児童相談所における児童虐待相談対応件数は増加傾向にあり、平成 29 年

度は過去最多の 13,928 件となっています。また、相談内容では、心理的虐待が最

も多い割合を占めており、次いで、身体的虐待、保護の怠慢・拒否となっています。

■図表18：児童相談所における児童虐待相談対応件数の推移（全国、神奈川県） 

■図表19：児童虐待相談対応件数の推移（内容別）（神奈川県） 

 イ 社会的養護 

   本県における社会的養護を必要とする子どもの数は、650 人前後でほぼ横ばいで

推移しています。そのうち、里親・ファミリーホームで養育される子どもの割合であ

る里親委託率は、増加傾向にあり、平成 29年度は 16.0％となっています。 

■図表20：社会的養護を必要とする子どもの数の推移（神奈川県） 

73,802
88,931

103,286
122,575

133,778
9,838 10,190

11,595 12,194
13,928

0

4,000

8,000

12,000

16,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

全国 神奈川県

（全国） （神奈川県）

（出典：子ども家庭課資料）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

2,665件 2,774件 2,916件 3,018件 3,293件
(27.1%) (27.2%) (25.1%) (24.7%) (23.6%)
2,459件 2,436件 3,077件 3,099件 3,165件
(25.0%) (23.9%) (26.5%) (25.4%) (22.7%)
4,578件 4,833件 5,455件 5,923件 7,334件
(46.5%) (47.4%) (47.0%) (48.6%) (52.7%)
136件 147件 147件 154件 136件
(1.4%) (1.4%) (1.3%) (1.3%) (1.0%)
9,838件 10,190件 11,595件 12,194件 13,928件
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)

身体的虐待

保護の怠慢・拒否
（ネグレクト）

心理的虐待

性的虐待

計

501 501 504 499 474

57 57 55 62 65

75 67 72 92 103

計633 計625 計631 計653 計642

0

200

400

600

800

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

児童養護施設入所児童数 乳児院入所児童数 里親委託児童数

（出典：子ども家庭科資料）※ 各年度末現在。政令・中核市は含まない。

（人）

（出典：子ども家庭課資料）※割合は、表示桁数以下の端数処理により合計が 100％とならない場合がある 
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■図表 21：里親委託率の推移（全国、神奈川県） 

 ウ 子どもの貧困 

   平成 27 年の日本の子どもの貧困率は 13.9％で、およそ７人に１人の子どもが平

均的な生活水準の半分以下で暮らしています。また、子どもがいる現役世帯（世帯主

が 18 歳以上 65 歳未満の世帯）では、大人が２人以上の世帯の貧困率が 10.7%で

あるのに対して、大人が１人の世帯の貧困率は 50.8%となっています。 

   なお、平成 27 年の全国の児童のいる世帯の平均稼働所得は 646.9 万円ですが、

母子世帯は 213.8 万円となっています。 

■図表 22：貧困率の推移（全国） 

■図表 23：平均稼働所得の状況（全国） 

11.8% 10.7% 11.4%
14.1%

16.0%

15.6% 16.5% 17.5% 18.3%
19.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

神奈川県 全国

（出典：子ども家庭課資料、福祉行政報告例（厚生労働省）を基に作成）

平成９年 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年

14.6% 15.3% 14.9% 15.7% 16.0% 16.1% 15.6%

13.4% 14.4% 13.7% 14.2% 15.7% 16.3% 13.9%

12.2% 13.0% 12.5% 12.2% 14.6% 15.1% 12.9%

大人が１人 63.1% 58.2% 58.7% 54.3% 50.8% 54.6% 50.8%

大人が２人以上 10.8% 11.5% 10.5% 10.2% 12.7% 12.6% 10.7%

149万円 137万円 130万円 127万円 125万円 122万円 122万円

※貧困線：等価可処分所得の中央値の半分の額

　 相対的貧困率：貧困線に満たない世帯員の割合

　 子どもの貧困率：17歳以下の子ども全体に占める、貧困線に満たない17歳以下の子どもの割合

相対的貧困率

子どもの貧困率

子どもがいる現役世帯

貧困線

396.7

603.0

179.0

403.7

646.9

213.8

0

250

500

750

全世帯 児童のいる世帯 母子世帯

平成24年

平成27年

（出典：国民生活基礎調査（厚生労働省）を基に作成）

（万円）

（出典：国民生活基礎調査（厚生労働省）を基に作成）
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 エ いじめ・暴力行為・不登校 

   県内の平成 29 年度のいじめの認知件数は、前年度比 5,795 件増加の 20,733

件となっています。なお、件数増加の要因としては、各学校による積極的な認知が進

んでいること等が考えられます。 

   暴力行為の発生件数は、前年度比 1,177 件増加の 9,718 件で、全国で１番多い

件数となっています。 

   また、小・中学校の不登校児童・生徒数は、前年度比 1,365 人増加の 12,238 人

となっています。 

■図表 24：いじめの認知件数の推移（神奈川県） 

■図表 25：暴力行為の発生件数の推移（小・中・高等学校：神奈川県） 

■図表 26：不登校児童・生徒数の推移（小・中学校：神奈川県） 
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25,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校

（出典：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）を基に作成）
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対教師暴力 生徒間暴力 対人暴力 器物損壊

（出典：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）を基に作成）
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（出典：児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査（文部科学省）を基に作成）



16

 オ 障がいのある子ども 

   県内の障がい（身体障がい及び知的障がい）のある子どもの数は、平成 25 年度の

25,756 人に対し、平成 29 年度は 29,734 人と増加しています。 

■図表 27：障がいのある子ども数の推移（全国、神奈川県） 

 カ 在留外国人の子ども

   県内の在留外国人の子どもの数は増加傾向にあり、０～５歳の就学前児童は、平成

26 年の 8,095 人に対し、平成 30 年には 10,841 人となっています。 

■図表 28：在留外国人の子どもの数の推移（神奈川県） 

5,818 5,780 5,795 5,733 5,636 

19,938 20,974 21,929 22,917 24,098 

計25,756
計26,754

計27,724 計28,650 計29,734
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身体障がいのある子ども（県） 知的障がいのある子ども（県） 全国（計）

（出典：福祉行政報告例（厚生労働省）を基に作成）

8,095 8,615 9,484 10,332 10,841

7,082 7,442
7,829

8,294 9,039

6,726
6,812

6,944
7,097

7,281計21,903 計22,869
計24,257

計25,723
計27,161

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

０～５歳 ６～12歳 13～18歳

※ 各年6月末現在

（人）

（出典：在留外国人統計（法務省）を基に作成）

人人

※ 各年度末現在

※ 身体障がいのある子ども：身体障害者手帳交付台帳登載数（18 歳未満） 
   知的障がい者のある子ども：療育手帳交付台帳登載数（18 歳未満） 
   精神障がい者のある子どもについては、年齢等に関するデータが不足しているため記載していない

※ 全国（計）：身体障がいと知的障がいのある子どもの合計
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(4) 子どものインターネットの利用状況 

  全国の子どものスマートフォン等によるインターネットの利用率は、平成 26 年と

平成 30 年を比較すると増加しており、小学生では 53.0％から 85.6％となっていま

す。 

  ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）やゲームサイト等のいわゆるコミュ

ニティサイト等を利用した事件の県内の被害児童は、平成 26 年の 141 人に対し、平

成 30 年は 207 人と増加しています。 

■図表 29：インターネットの利用率（全国） 

■図表 30：コミュニティサイト等を利用した事件の被害児童（神奈川県） 

53.0%

79.4%
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85.6%

95.1%

99.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

中学生

高校生

平成30年 平成26年

（出典：青少年のインターネット利用環境実態調査（内閣府）を基に作成）

※インターネット利用率についての質問形式

H30：「インターネット利用の有無」を問う設問

H26：スマートフォン等の15機器の利用を尋ねたうえで、利用機器による「インターネット利用の有無」を問う設問
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（出典：県警本部少年育成課資料を基に作成）
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(1) 女性の就業継続等の状況 

  日本の女性の労働力率は、出産・子育て期にあたる 30 歳代で低下し、その後、再就

職することにより上昇する、いわゆる「M字カーブ」を描いていますが、本県の M字

カーブは近年改善傾向にあるものの、平成 27 年では底の値、深さともに全国最下位と

なっています。 

  M 字カーブの改善にみられるとおり、出産・子育て期にあたる年代の労働力率は増

加していますが、依然として約２人に１人が第１子の出産を機に離職しています。

■図表 31：女性の年齢階級別労働力率（全国、神奈川県） 

■図表 32：第１子出生年別にみた、第１子出産前後の妻の就業変化（全国） 
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（出典：国勢調査（総務省）を基に作成）
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３ 仕事と子育ての両立の状況 
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(2) 男性の就業等の状況 

  全国の週60時間以上の長時間労働をしている男性の割合は、近年概ね減少傾向にあ

りますが、子育て期にある30歳代、40歳代については、平成30年で、それぞれ13.7％、

14.4％となっており、他の年齢層に比べて高い水準になっています。 

  男性の育児休業取得率は、平成24年の1.89％から平成30年には6.16％となり、上

昇傾向にありますが、女性の取得率と比較すると依然として低水準にあり、男女間で大

きな差が生じています。 

■図表33：就業時間が週60時間以上の男性就業者の割合の推移（全国） 

■図表34：育児休業取得率の推移（全国） 
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（％）

（出典：労働力調査（総務省）を基に作成）
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（出典：雇用均等基本調査（厚生労働省）を基に作成）
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(3) 企業による取組みの状況 

  全国における育児休業制度の規定がある事業所の割合は、平成29年度で、事業者規

模５人以上では75.0%、事業者規模30人以上では93.2%となっています。 

  また、育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は、69.6％

となっており、各種制度の導入状況をみると、「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、

「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」の順で多くなっています。 

■図表35：育児休業制度の規定がある事業所の割合（全国）

■図表36：育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合（全国） 

■図表37：育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の導入状況（全国） 
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（出典：雇用均等基本調査（厚生労働省）を基に作成）
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（出典：雇用均等基本調査（厚生労働省）を基に作成）
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(1) 県民ニーズ調査（基本調査） 

  県民の生活意識やくらしの満足度を調査している県民ニーズ調査（基本調査）による

と、約６割の方が「子どもを生み育てる環境が今のままでは、子どもを持つのはむずか

しい」と考えているとともに、約９割の方が「育児は社会的にも重要であり、もっと評

価されるべきだ」と考えています。 

  また、「安心して子どもを生み育てられる環境が整っていること」の満足度では、「満

たされている」と回答した方は２割を下回っています。 

■図表 38：県民ニーズ調査（生活意識） 

■図表 39：県民ニーズ調査（くらしの満足度） 
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そう思う そう思わない 無回答

【育児は社会的にも重要であり、もっと評価されるべきだ】

【子どもを生み育てる環境が今のままでは、子どもを持つのはむずかしい】

（出典：県民ニーズ調査を基に作成）

13.8 

16.2 

32.0 

31.7 

39.0 

34.8 

10.2 

11.7 

4.9 

5.7 

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年度

平成30年度

満たされている 満たされていない どちらともいえない わからない 無回答

（出典：県民ニーズ調査を基に作成）

【「安心して子どもを生み育てられる環境が整っていること」の満足度】

４ 子育てをめぐる県民の意識 
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(2) 県民ニーズ調査（課題調査） 

  「安心して子どもを生み育てられる環境の整備」に関する 11 項目の重要度と満足度

を尋ねた平成 30 年度の県民ニーズ調査（課題調査）をみると、「満たされていない」

という回答が最も多かったのは、「育児休業などを取りやすい職場環境」（40.0％）と

なり、次いで、「教育費など、子育てに関する経済的負担」（34.6％）、「社会全体で子

育てを応援する必要性への理解」（30.4％）となっています。 

  また、虐待や貧困など、「配慮が必要な子ども等への支援」に対する満足度も低い結

果（「満たされている」が 4.3％）となっています。 

■図表 40：「安心して子どもを生み育てられる環境の整備」に関する満足度 
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（出典：平成30年度県民ニーズ調査（課題調査）を基に作成）
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  ここでは、子ども・子育て支援を推進するに当たっての基本理念や目指す姿などを明

らかにします。 

「Ⅰ」に記載したとおり、本県の子ども・子育てを取り巻く環境を見ると、待機児童

の発生や子育ての孤立化、児童虐待、子どもの貧困など、厳しい状況が続いており、引

き続き、家庭環境や国籍の違い、障がいの有無などにかかわらず、すべての子どもが健

やかに成長できる社会の実現に向けた取組みが求められています。 

そのためには、経済的な環境やライフスタイル等の違いにかかわらず、すべての保護

者が子育てに喜びや生きがいを感じることができるよう、安心して子どもを生み育て

られる環境の整備を進めていく必要があります。 

  また、県民ニーズ調査の結果などを見ると、仕事と子育てのある生活との両立や、子

育て家庭の経済的負担の軽減など、社会全体が子育てを応援する必要性を理解して、子

どもと子育て家庭を支援するしくみを充実していくことが求められています。 

さらに、虐待やいじめ、貧困など、様々な困難に直面する子どもたちへの支援が不十

分であることが、「安心して子どもを生み育てられる環境」に対する県民の満足度を低

下させる要因となっていることから、誰一人取り残さず、すべての子どもが幸せを感じ

られる社会の実現が求められています。 

  こうしたことを踏まえ、以下のとおり、子ども・子育て支援を推進するに当たっての

基本理念や目指す姿を定めました。 

Ⅱ 計画の基本理念等 
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１ 基本理念 

すべての子どもに笑いがあふれ、 

幸福で健やかに成長できる社会の実現をめざします 

２ 目指す姿 

３ 基本的視点 

１ すべての子どもが、自らそれぞれの個性や能力を伸ばし、健やかに 

成長できる社会 

２ すべての保護者が、子育てに喜びや生きがいを感じ、安心して子ども 

を生み育てることができる社会 

３ 地域社会のすべての構成員が、子どもの育ちや子育ての重要性に対する 

関心と理解を深め、子どもと子育て家庭を応援する社会 

目指す姿の実現のため、「子どもが生きる力」「保護者が育てる力」 

「社会全体が支える力」の３つの力を充実・強化します。 

「子どもが生きる力」 

を伸ばすために 

「保護者が育てる力」 

を発揮するために 

「社会全体が支える力」

を大きくするために 

１

２

３
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子どもは、社会の希望であり、未来の宝です。 

すべての子どもが、温かく見守られ、自らそれぞれの個性を生かし、可能性を十分に開

花させて、自立した人間に成長することは社会全体の願いです。 

子どもが健やかに成長するためには、保護者が子育ての喜びや生きがいを感じながら安

心して子どもを生み育てることができるよう、社会全体で子育てを応援していくことが必

要です。 

そこで、本計画では、子どもの幸せと健やかな育ちを第一に考えることを基本とし、誰

一人取り残されない、すべての子どもに笑いがあふれる社会の実現を目指します。 

〇 保護者が、子どもに限りない愛情を注ぎ、日々成長する子どもの姿に感動し、親と

して成長するという喜びを持って子どもを生み育てるためには、子育てに対する不安

や負担を軽減し、子育てに希望を持てる環境の整備が必要です。 

〇 そこで、保護者の就労の状況にかかわらず、保護者の多様な選択肢を支援し、保護

者が子育てに喜びや生きがいを感じ、安心して子どもを生み育てることができる社会

の実現を目指します。 

〇 子どもや子育て家庭への支援は、子どもや保護者の幸せにつながることはもとよ

り、未来の地域社会のための基盤づくりとして重要な意義があることを踏まえ、社会

全体で推進する必要があります。 

〇 そこで、県民、事業者、子育て支援団体など地域社会のすべての構成員が、子育て

支援の重要性を理解し、子どもと子育て家庭を応援する社会の実現を目指します。 

〇 すべての子どもが幸福で健やかに成長するためには、子どもたちが生まれ育った

環境、国籍、障がいなどの違いにかかわらず、一人ひとりがかけがえのない個性の

ある存在として認められるとともに、子どもが自己肯定感を持って育まれることが

重要です。 

〇 そこで、子どもが、それぞれの個性や能力をを伸ばし、自立した人間として健や

かに成長する社会を目指します。  

１

２

３

目指す姿の実現に向けた具体的な施策展開に当たっての基本的な視点を、 

「3 つの力」から設定しました。 
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 (1) 施策展開の基本的視点と方向性 

   目指す姿の実現のため、「子どもが生きる力」「保護者が育てる力」「社会全体が支え

る力」の３つの力を充実・強化します。 

基本的視点 施策展開の方向性 

「子どもが 

生きる力」を 

伸ばすために 

〇 子どもが健やかに自立した人間に育つための教育等の

充実や若者の自立支援に取り組みます。 

〇 子どもが安全で健全に育まれる社会環境等の整備を 

推進します。 

〇 すべての子どもが、生まれ育った環境等に左右されず、

健やかに成長するための支援を強化します。 

「保護者が 

育てる力」を 

発揮するために 

〇 妊娠・出産・子育てに関する多様な選択を支援する取組

みを推進します。 

〇 子育てしやすい、安全・安心な環境づくりを推進します。

「社会全体が 

支える力」を 

大きくするために 

〇 社会全体が子どもや子育て家庭を応援する機運の醸成

を図ります。 

〇 地域における子ども・子育て支援の充実を推進します。

〇 仕事と子育てのある生活との両立に向けた取組みを 

推進します。 

４ 施策体系 
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 (2) 施策体系図 

基本的視点
「３つの力」

重点施策

3 ひとり親家庭等自立支援の推進

（仮）個別施策

1 社会性の基盤づくりを担う教育の充実

2 「確かな学力」の向上とこれからの社会に対応する力
   の育成

3 健やかな体と体力つくりの推進

４ 教育費等負担の軽減

１ 子どもの放課後の居場所

２ 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

3 青少年のたばこ・飲酒・薬物乱用防止及び有害環境
   対策

4 子どもの交通安全教育等

5 若者の自立に向けた支援

1 児童虐待防止対策の充実

2 社会的養護体制の充実

1 子育てに配慮した公共施設・交通環境の整備等

2 子育てに配慮した住宅施策

3 子どもの交通安全を確保するための活動の推進

4 子どもを犯罪から守るための活動等の推進

４ 生活困窮世帯の子どもの健全育成に対する支援

５ 障がいのある子どもへの支援の充実

６ 障がいのある子どもへの教育の充実

７ いじめ、不登校等への対応と立ち直り支援

８ 外国籍県民等の子育て支援の充実

1 幼児期の教育・保育の提供体制の確保

2 放課後児童クラブの整備

3  幼稚園教諭、保育士及び子育支援事業に従事する者
    等の確保・質の向上

4 教育・保育情報の公表

1 乳幼児や妊産婦の健康の確保及び不妊に悩む方に
   対する支援の充実

2 小児医療の充実

1 ライフステージに応じたきめ細かな支援

5 子どもを災害から守るための施策

1 子育て支援推進の機運の醸成

1 多様なニーズに応じた地域子ども・子育て支援の充実

2 地域の子育て支援団体等の活動の推進

1 ワーク・ライフ・バランスを実現する働き方の見直し

2 仕事と子育ての両立のための基盤整備

１「子どもが生きる力」

を伸ばすために

２「保護者が育てる力」

を発揮するために

３「社会全体が支える力」

を大きくするために

１ 子どもの「生きる力」をはぐくむ

教育環境の充実

２ 子ども・若者の健全育成の推進

３ 支援を必要とする子どもを守る体制

づくり

１ 多様なニーズに応じた幼児期の教育

・保育等の提供体制の充実

2 妊産婦及び子どもの健康の増進

３ 子育てしやすく、安全・安心な環境

づくりの推進

１ 社会全体による子ども・子育て支援

のための基盤づくり

２ 地域における子ども・子育て支援の

充実

３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・

バランス）の推進

４ 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない
支援の推進




